
 
 

 
認可地縁団体の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

 

市民部市民協働課  

０２７－８９８－６２３６ 

 



 

 

目  次 

１ 制度の概要                      Ｐ１ 

（１）地縁団体とは 

（２）地縁による団体の法人化とは 

（３）法人化によって生じる権利・義務 

２ 認可申請の手続き                   Ｐ１ 

（１）認可の要件 

（２）申請の流れ 

（３）認可申請時の提出書類 

（４）認可時の告示事項  

３ 認可後の地縁団体                   Ｐ６ 

（１）認可地縁団体の性格等 

（２）告示された事項や規約が変更になった場合 

４ 認可地縁団体登録証明書の発行について         Ｐ６ 

５ 印鑑登録と印鑑証明書の発行について          Ｐ７ 

（１）印鑑登録及び廃止について 

（２）印鑑登録証明書の発行について 

６ 認可の取消と解散、合併                Ｐ８ 

（１）認可の取消 

（２）解散 

（３）解散時の告示事項 

（４）清算結了時の告示事項 

（５）合併 

７ 認可地縁団体の課税関係                Ｐ10 

８ 運営に係る参考事項                  Ｐ11 

（１）総会の書面開催、電子開催（書面又は電磁的方法による決議） 

９ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例     Ｐ13 

（１）認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは 

（２）申請の要件 

（３）申請の流れ 

（４）登記特例申請時の提出書類 

（５）公告後 

10 自治会規約（会則）の例                Ｐ17 

11 参考様式                       Ｐ25 



1 

 

１ 制度の概要                      

（１）地縁による団体 

「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住

所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、前橋市では自治会

のことをいいます。 

 

地縁による団体といえない団体例 

青年団や婦人会、老人会（住所以外に「年齢」「性別」が加入要件となるため。） 

スポーツ少年団や伝統芸能保存会（活動の目的が限定されるため。） 

 

（２）地縁による団体の法人化 

自治会は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ（第 260 条の 2）、地域

的な共同活動を円滑に行うために市長の認可を受けて法人格を取得することが

できます。 

認可地縁団体となることで、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体となる

ことによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、団体名義で不動産

登記等を行うことができるため個人財産と法人財産との混同防止、対外的な信用

の獲得等、多くの恩恵を受ける可能性があり、地域活動のより一層の活性化が期

待されます。 

 

（３）法人化によって生じる権利・義務 

権  利 義  務  

・自治会主体の契約 

・自治会名義での不動産の登記 ほか 

・規約や代表者等、告示された事項に

変更があった場合の届出 

・税関係の手続き ほか 

 

２ 認可申請の手続き                   

（１）認可の要件 

次の４項目が認可の必須要件です。 

法人格を得るために組織された名前だけの自治会や、極めて少人数の者が組織

する集まりのような団体は認められません。 

 

 



2 

 

要件① 
地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行ってい

ること。 

考え方 

住民相互の連絡、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の維持

運営や親睦行事など、一般的な自治会活動のこと。 

現にその活動を行っているとは、一般的には総会資料で確認できる

と思われる。 

 

要件② 
その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められて

いること。 

考え方 

その団体が安定的に現に存在していること。認可に当たり新たな区

域を設定するなど、区域が不安定な状態にある場合は不可。 

町、字、地番、住居表示、河川、道路等で、容易に区域・範囲が分

かる状態であること。 

 

要件③ 
その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができる

ものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。 

考え方 

区域に住所を有する全ての個人が構成員となれる旨を規約に定め

ること及びその相当数が現に構成員になっている必要がある。認可申

請に際し提出される構成員名簿で確認。 

構成員の加入資格を規約で定めることはできない（年齢・性別・国

籍等）。世帯を単位とすることはできない。 

なお、「相当数」の判断は、一般的には「その区域の住民の過半数」

が構成員となっている場合には、おおむね「相当数」とみなされるの

ではないかと考えられます。 

 

   構成員名簿の人数      

             ＞ ５０％ 

区域に住んでいる全人口 

（子ども、外国人、自治会未加入世帯を含む） 

 

要件④ 規約を定めていること。 

考え方 

規約には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)事務所の所在地、(5)

構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関す

る事項、(8)資産に関する事項が定められていることが必要。 

※本書規約例等を参考に作成。 
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（２）申請の流れ 

１ 事前準備 

自治会として重要な決断となることから、丁寧な意思確認が必要です。規約作

成や構成員の確定など、申請のための準備も慎重に行う必要があります。認可

後は新規約に則った自治会運営が求められますので、焦らずに話し合いを進め

ましょう。 

申請については、事前に市民協働課へご相談ください。 

２ 総会の開催（申請意思決定） 

既存の規約に従い総会を開催 

【議決が望まれる事項】 

①規約の承認、②認可申請することの議決、③構成員の確定、④代表者の選出、

⑤保有（予定）資産の確定（有する場合） 

※不動産登記の特例に係る公告を申請する予定がある場合は、それらに関する

事項も確認しておくとよい。 

３ 申請手続き 

【提出書類】（次項（３）参照） 

①認可申請書 ②規約 ③認可を申請することについて総会で議決したこと

を証する議事録の写し ④構成員の名簿 ⑤良好な地域社会の維持及び形成

に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類（総会の資料

等）⑥申請者が代表者であることを証する書類 

４ 審査 

認可要件、提出書類の内容等を審査 

５ 認可・告示 

市の認可により、法人格を取得（＝認可地縁団体となる） 

市の告示行為により、認可地縁団体としての効力が発生 

 

（３）認可申請時の提出書類 

① 認可申請書 

申請書提出日＝申請日 

 

② 規約（巻末規約例等参照） 

法第２６０条の２第３項に従い、以下事項が記載された規約であること。 

必須項目 内容 

目的 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同

活動を行うことを目的に定めていること。 

名称 地方自治法上、何ら制限はない。 

区域 住民にとって客観的に明らかであること。 
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必須項目 内容 

主たる事務所の

所在地 

団体の所在地。地番による記載のほか、「代表者の自宅

に置く」等の記載も可。 

構成員の資格に

関する事項 

「区域内に住所を有するすべての個人」が加入可能。年

齢や性別等の条件による加入制限は認められない。資格

に関する事項として少なくとも加入や脱退に係る手続

き事項は定めておく。また、法人や団体は、構成員にな

れないが、表決権等は有しない「賛助会員」としての参

加は可。 

会費 会費は重要事項のため、規約に金額を含めて定めるか、

又は「別に定める」等の細則により定める必要がある。 

入会・退会 入会・退会の様式は、役員会において定めたり、会の細

則の中で定めておく。 

代表者に関する

事項 

代表者を一人選出。代表者の選出方法、任期及び権限、

代表者に委任する事務がある場合はその事項を定めて

おく。 

会議に関する事

項 

総会、臨時総会、役員会の開催方法を定めておく。 

表決権の規定について、「会員は、総会において、各々

一箇の表決権を有する」が基本。 

資産に関する事

項 

全ての資産（負債は含まず。）の構成、管理方法を定め

ておく。 

規約の変更・解

散 

規約の変更は総会の専権事項であり、「規約変更認可申

請書」により市町村長の認可が必要。 

 

③ 総会議事録の写し 

認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類。議長及び

議事録署名人の署名又は記名押印のあるもので以下の事項が記載されている

こと。 

・認可地縁団体認可申請     ・新規約 

・構成員の確定             ・代表者の決定 

・保有（予定）資産の確定（有する場合） 

 

④ 構成員の名簿 

構成員全員（世帯主のみではなく子どもも含む全員）の住所・氏名を記載し

た名簿で、おおむね自治会区域内全住民の過半数が構成員となっている必要

がある。 

 

⑤ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行ってい

ることを記載した書類 

・一般的に総会資料内の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等で確認 

できると思われる。 
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⑥ 申請者が代表者であることを証する書類 

・申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し（議長及 

び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの） 

・申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写し（申請者本人の 

署名又は記名押印があるもの） 

 

⑦代表者の職務執行停止の有無ならびに職務代行者選任の有無 

 

⑧代理人の有無 

 

⑨区域図 

 

（４）認可時の告示事項 

審査の結果認可が適当と認められたら、市長は次の事項を告示します。 

告示行為により、認可地縁団体としての効力が発生します。 

告示事項 

① 名称 

② 規約に定める目的 

③ 区域 

④ 主たる事務所 

⑤ 代表者の氏名及び住所 

⑥ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無（職務代表者が選任されている場合は、その氏名及び住所） 

⑦ 代理人の有無（代理人がある場合には、その氏名及び住所） 

⑧ 規約に解散の事由を定めたときはその事由 

⑨ 認可年月日 
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３ 認可後の地縁団体                   

（１）認可地縁団体の性格等 

地縁団体は認可をもって法律上の権利能力を有し、法人格を得ることになりま

す。認可により権利能力を取得した後も、住民による自発的に組織された団体で

あることには変わりありません。 

なお、法務局への法人登記の必要はありません。 

 

（２）告示された事項や規約が変更になった場合 

告示事項や規約を変更した場合は、市長に対し届出の必要があります。市長が

届出に基づき変更の告示をしないと、変更内容について第三者に対抗できません。 

また、届出が遅くなると、必要な時に地縁団体認可証明書に最新情報が掲載さ

れませんのでご注意ください。 

変更内容 提出書類 備考 

告示事項 

（代表者、事務所

など） 

・告示事項変更届出書 

・総会議事録の写し 

・代表者の就任承諾書

（代表者変更の場合） 

・議事録は議長及び議事録署名

人の署名又は記名押印がある

もの 

・議事録内に詳細な記載がない

場合は、総会資料も提出 

規約 ・規約変更認可申請書 

・規約変更の内容、理由

を記載した書類 

・新旧対照表 

・総会議事録の写し 

・議事録について同上 

・市へ変更について要相談 

・認可後、改正後の規約を市長

あてに送付 

 

４ 地縁団体認可証明書の発行について         

地縁団体台帳の写しを証明書として交付します。 

不動産登記等を行う際には、証明書が必要です。 

受付窓口 申請者 手数料 必要なもの 

市民協働課 どなたでも ３５０円 ・証明書交付請求書 

・請求者の認印（署名の場合不要） 

★ 発行までに少々時間がかかりますので、事前に市民協働課までご連絡くだ

さい。 

市民協働課 ０２７－８９８－６２３６ 
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５ 印鑑登録と印鑑証明書の発行について          

（１）印鑑登録及び廃止について 

認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。 

申請内容 受付窓口 申請者 必要なもの 

印鑑登録 

市民協働課 

原則として認可

地縁団体の代表

者 

・認可地縁団体印鑑登録申請書 

・代表者の実印 

・代表者の印鑑登録証明書 

・登録する印鑑 

印鑑登録

廃止 

・認可地縁団体印鑑登録廃止申

請書 

・代表者の実印 

・登録してある印鑑 

※登録してある印鑑を亡失した

場合は、直ちに申請をしてく

ださい 

以下のものは登録できません。 

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 

(2) 印影の大きさが一辺の長さ 8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一 

辺の長さ 30 ミリメートルの正方形に収まらないもの 

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの 

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの 

 

（２）印鑑登録証明書の発行について 

受付窓口 申請者 手数料 必要なもの 

市民協働課 原則として認可地縁団

体の代表者 

３５０円 ・認可地縁団体印鑑登録

証明書交付申請書 

・登録してある印鑑 

※代理人とは、認可地縁団体申請時（告示事項）に定めている場合に限る。 

★ 発行までに少々時間がかかります。事前に市民協働課までお電話ください。 

市民協働課 ０２７－８９８－６２３６ 
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６ 認可の取消と解散、合併               

（１）認可の取消 

認可を受けた地縁団体が次の事項に該当するとき、市長は認可を取り消すこと

があります。 

①法第２６０条の２第２項に掲げる要件のいずれかをかくこととなったとき 

（具体例） 

・目的を営利目的、政治目的等に変更したとき 

・相当の期間にわたって活動していないとき 

・区域内の住民の一部に対し正当な理由なく加入を認めないとき 

・構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっていると認められなく 

なったとき 

②不正な手段により認可を受けたとき 

 

（２）解散 

認可を受けた地縁団体が、法第２６０条の２０の事由に該当するとき、認可地

縁団体は解散します。 

（事由） 

・規約に定めた解散事由が発生したとき 

・破産したとき 

・認可を取り消されたとき 

・総会の決議があったとき 

（総構成員の３／４以上、もしくは規約に定める議決定数の賛成があるとき） 

・構成員が欠亡したとき 

・合併により認可地縁団体が消滅したとき 

 

（３）解散時の告示事項 

審査の結果解散が適当と認められたら、市長は次の事項を告示します。 

告示事項 

① 名称 

② 区域 

③ 主たる事務所 

④ 清算人の氏名及び住所 

⑤ 解散事由 

⑥ 解散年月日 
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（４）清算結了時の告示事項 

清算結了の届け出がなされたら、市長は次の事項を告示します。 

告示事項 

① 名称 

② 区域 

③ 主たる事務所 

④ 清算人の氏名及び住所 

⑤ 清算結了年月日 

 

（５）合併 

認可を受けた地縁団体同士（前橋市内に限る）は、法２６０条の３８により、

合併することができます。合併には総会の決議が必要です。 
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７ 認可地縁団体の課税関係                

認可地縁団体に係る税金については下記のとおりです。詳しくは、各問合せ先

にご確認ください。 

 

  認可地縁団体の認可を受けた法人  

問い合わせ先 税の種類 収益事業を 

しない場合 

収益事業を 

行う場合 

市 

税 

法人市民税 均等割：課税 

（減免措置あり） 

法人税割：非課税 

課税 市民税課 

（前橋市） 

固定資産税 課税 

（減免措置あり） 

課税 

（減免措置あり） 

資産税課 

（前橋市） 

県 

税 

法人県民税 均等割：課税 

（減免措置あり） 

法人税割：非課税 

課税 県税事務所 

（群馬県） 

法人事業所税 非課税 課税 県税事務所 

（群馬県） 

不動産取得税 課税 

（減免措置あり） 

課税 県税事務所 

（群馬県） 

国 

税 

法人税 非課税 課税 前橋税務署 

登録免許税 課税 課税 前橋地方法務

局 

 

 

前橋市市民税課   ０２７－８９８－６２０９（法人市民税担当） 

前橋市資産税課   ０２７－８９８－６２１６ 

前橋行政県税事務所 ０２７－２３４－１８００ 

前橋税務署     ０２７－２２４－４３７１（代表） 

前橋地方法務局   ０２７－２２１－４４６６（代表） 
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８ 運営に係る参考事項                  

（１）総会の書面開催、電子開催（書面又は電磁的方法による決議） 

認可地縁団体の総会は、団体の意思決定を行う最高機関であり非常に大切な機

会です。総会の場での討議は大変重要なものですが、感染症の流行や電磁的方法

による事務の効率化などにより、総会を書面（電磁的方法）のみにより開催する

こともできます。以下の２つの方法があります。 

 

【例】次回開催予定の総会において規約の変更をしたいと考えた場合 

 

①第２６０条の１９の２第１項の規定による（規約例：第１６条第３項） 

手順１ 各議案の賛否は別として、総会の場での各議案の討議を省略

して、書面による決議を行ってもよい議案の賛同を募る 

【例】 

事前に、構成員に規約の変更案を回覧する際に、「この規約

の変更案に賛成するか反対するかは別として、この議題につ

いて総会の場での討議を省略して、書面による決議を行って

よいという方は、この書面の構成員名の横の欄に〇を、総会

の場で討議する必要があるという方は、×をお書きくださ

い。」という書面を添えて回覧する。 

書面開催の

可否確認 

手順１で、会員全員の賛同が得られた場合は、その議案は書

面（電磁的方法）で賛否を問うことができる。 

手順２に進むことができる。 

手順１で、×がひとつでもついて戻ってきた場合は、通常ど

おり、総会を開催し討議する。 

手順２ 手順１で賛同が得られた議案について、書面（電磁的方法）

で賛否を問う。 

【例】 

「変更内容について異議がない場合は、この書面の構成員名

の横の欄に〇を、異議がある場合は×をお書きください。」

という議決書面を回覧する 

決議用件の

確認 

手順２で戻ってきた書類（電磁的方法による回答）を確認す

る。通常の決議要件が適用され、重要事項については４分の

３（通常事項は過半数）の賛同で可決することができる。 

※メリット ：通常の総会と同じ決議用件が適用できる。 

デメリット：手順１及び２で、２回、会員へ意思確認を行う必要がある。 
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②第２６０条の１９の２第２項の規定による（規約例：第２０条第２項） 

手順１ 各議案の書面による決議を求める。 

【例】 

事前に、構成員に規約の変更案を回覧する際に、「変更内容

について異議がない場合は、この書面の構成員名の横の欄に

〇を、異議がある場合は×をお書きください。」という議決

書面を添えて回覧する。 

決議用件の

確認 

構成員全員が当該議決書面に〇を書き入れて回覧が戻って

きた場合は、その時点で、規約の変更の決議があったものと

なる。当然、次の総会において規約の変更が議題として扱わ

れることはなく、他に総会の議題がなければ、総会は開催さ

れないこととなる。 

手順１で、×がひとつでもついて戻ってきた場合は、通常ど

おり、総会を開催し討議する。 

※メリット ：手順１の１回だけ会員へ意思確認を行えば済む。 

デメリット：決議用件について全員の賛同を必要とする。 
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９ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例    

（１）認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは 

認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義に

なっている場合、古い名義人であるほど、相続人の確定に多大な労力を要します。 

この問題に対応するため、平成２７年４月１日より、一定の要件を満たした場合

において，市長が一定の手続きを経て証明書を発行することにより、当該認可地

縁団体が単独で所有権の保存又は移転の登記をすることを可能とする特例が設

けられました。 

 

（２）申請の要件 

下記全ての要件を満たしている必要があります。 

 

（３）申請の流れ 

１ 事前準備 

・市民協働課に事前相談。 

・不動産所有者の把握、所在が判明している登記関係者から地縁団体名義への

変更（特例適用申請）の同意取得等 

要件 基本的な考え方 

①不動産を所有していること 法人格を有しなかったことにより、便宜上地

縁団体の構成員等が登記名義人となっている

不動産が対象。 

保有（予定）資産目録に掲載されているはず

の不動産。 

②不動産を１０年以上所有の意

思をもって平穏かつ公然と占

有していること 

所有する不動産を第三者に賃貸している場

合でも可。（ただし、契約書等提出の必要性あ

り。） 

③不動産の表題部所有者又は登

記名義人の全てが認可地縁団

体の構成員又はかつて認可地

縁団体の構成であった者であ

ること 

法人格を有しなかったことにより、便宜上構

成員等を登記名義人とせざるを得なかったも

の（所有権はあくまでも認可地縁団体が有す

る）を対象。構成員等でない第三者が登記名義

人の場合は申請不可。 

④不動産の登記関係者の全部又

は一部の所在が知れないこと 

登記関係者のうち、１人でも所在が知れない

場合には要件を満たす。ただし、所在が判明し

ている登記関係者がいる場合は、事前に特例に

申請する旨の同意を得ておくことが望ましい。 
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２ 総会の開催 

・規約に従い総会を開催。 

【協議事項】 

①特例適用を申請する議決 

②申請不動産の所有に至った経緯について議決（保有（予定）資産目録に申請

不動産の記載がない場合） 

３ 申請手続き 

【提出書類】（次ページ（４）参照） 

①公告申請書、②登記事項証明書、公図、 

③認可申請時に提出した保有資産目録、④地縁団体認可証明書 

⑤疎明するに足りる資料（次ページ（４）⑤参照） 

４ 審査 

・申請の要件、提出書類の内容等を審査。 

５ 公告 

・要件を満たしている場合、下記事項について市が３ヶ月公告実施。 

①地方自治法第２６０条の３８第１項の申請を行った認可地縁団体の名称、区

域及び主たる事務所 

②申請書に記載された申請不動産に関する事項 

③申請事項に関し異議を述べることができる者の範囲 

④申請事項に関し異議を述べることができる期間及び方法 

６ 情報提供 

【異議を述べる者が現れなかった場合】 

・登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請認可地縁団体に対し、書

面にて公告結果の情報提供を実施 

【異議を述べる者が現れた場合】 

・市は申請認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、理

由を通知し、公告による手続きは中止。 

・通知を受け取った認可地縁団体は、当該者と協議等を行うことが可能。 

 

（４）登記特例申請時の提出書類 

①公告申請書 

「認可地縁団体の名称及び主たる事務所の所在地」、「代表者の氏名及び住

所」は地縁団体台帳と、「申請不動産に関する事項」は登記事項証明書と同じ

内容を記載。 

 

②申請不動産の登記事項証明書、公図 

 

③申請不動産に関し、地方自治法第２６０条の３８第１項に規定する申請をす
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ることについて総会で議決したことを証する書類 

 

④申請者が代表者であることを証する書類 

地縁団体認可証明書を添付。 

 

⑤法第２６０条の３８第１項各号の掲げる事項を疎明するに足りる資料 

ア 認可地縁団体が不動産の所有及び１０年以上所有の意志をもって平穏

かつ公然と占有していること。 

不動産を所有している事実に加えて、申請不動産についてその時点と１０年

以上前の時点で占有していたことを証明する資料 

【具体的には】 

・不動産の所有又は占有している事実が記載された実績報告書（総会資料） 

・公共料金の支払領収書 

・閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本 

・旧土地台帳の写し 

・固定資産税の納税証明書 

・固定資産課税台帳の記載事項証明書 

・精通者等の証言を記載した書面 

・申請不動産の占有を証する写真 等 

 

イ 不動産の表題部所有又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の

構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。 

【具体的には】 

・認可地縁団体の構成員名簿 

・墓地の使用者名簿（申請不動産が墓地の場合） 等 

〈上記が入手困難な時〉 

・資料が入手困難である理由書 

・地域の実情に精通した者などからの証言を記した書面 等 

 

ウ 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 

登記関係者のうち、少なくとも１人について、所在の確認を行った結果、

所在がしれないことを疎明する資料等を添付できればよい。 

ただし、所在が判明している登記関係者においては、この不動産に係る登

記の特例により不動産登記を申請する旨の同意を得ておくことが望ましい。

（公告期間中に異議が述べられ、手続きが中止されることもあるため） 

【具体的には】 

・登記記録上の住所の属する市町村長が、当該市町村に登記関係者の「住民

票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面（不在住証明） 

・登記上の住所に宛てた登記関係者あての配達証明付き郵便が不到達であっ

た証明 
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⼦１と同じ⼦孫数 ⼦１と同じ⼦孫数

孫２と孫３に、孫１と同じひ孫数

ひ孫２ ひ孫３ひ孫１

代表１

⼦１ ⼦２ ⼦３

孫１ 孫２ 孫３

・精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面 

 等 

 

（５）公告後 

 

参考例：相続問題 

明治Ｘ年、集会所の土地を地域の代表者２０人で共有名義。相続登記無し。 

代表者１人につき、子３人＋孫９人＋ひ孫 27 人＝計３９人の相続人がいるとし

ます。 

代表者 20 人分となると、39 人×20 人＝780 人分の戸籍等を確認しなければなり

ません。 

これから新しく取得しようとする不動産等において、代表者名（個人）で登記し

た場合、名義変更（所有権移転登記）をしていかないと後々の世代で同様のことが

起こります。 

不動産の名義変更の際には、不動産取得税、登録免許税がその都度課税される可

能性があります。 

結果 認可地縁団体が行う事項 

①異議を述べる者

が現れなかった

場合 

登記関係者の承諾があったものとみなされ、市から、

書面にて公告結果の情報提供を受ける。 

認可地縁団体は、その情報を持って登記の手続きを行

う。不動産の所有権移転登記の原因は「委任の終了」と

なる。 

②異議を述べるも

のが現れた場合 

 異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、理由が通知

され、公告による手続きは中止される。 

 認可地縁団体は、当該者との協議を行う。 
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１０ 自治会規約（会則）の例               

 

○○町自治会会則 

 

 第１章 総則 

（目的） 

第１条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動

を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に

資することを目的とする。 

    （１）区域内の住民相互の連絡 

    （２）美化、清掃等区域内の環境の整備 

    （３）集会施設の維持管理 

    （４）運動会、お祭り等地域活動の主催 

    （５）その他目的を達成するために必要な事項 

 

（名称） 

第２条 本会は、○○町自治会と称する。 

 

 

（区域） 

第３条 本会の区域は、○○町△△番地から□□番地ま

での区域とする。 

 

（主たる事務所） 

第４条 本会の事務所は、群馬県前橋市○○町◇◇番地

に置く。 

 

 

 

 

 第２章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有

する個人とする。なお、本会の活動を賛助する法人や

団体は、表決権のない賛助会員になることができる。 

 

  

（会費） 

第６条 会員は、○○（総会・細則など）において別に

定める会費を納入しなければならない。 

規約の名称に制限はない。「○

○会則」、「△△会規程」等でよ

い。 

 

 

 

 

 

 

他、区域内の防犯・防災活動な

ど 

広く地域的な共同活動を行う

こと。（具体的に明記） 

 

特に制限はないが、他の法令に

より使用制限のあるもの、類似

のものは使用できない。 

 

他の住民に区域が客観的に認

識できるもので地番、住居表示

が望ましい。 

 

「代表者の自宅に置く」とする

ことも可能。事務所住所は台帳

へ記載されることから、記載事

項の変更を考慮すると集会施

設に設定しておくことが望ま

しい 

 

 

年齢、性別等の条件を定めるこ

とは認められない（区域内の全

員） 

法人や団体は表決権のない賛

助会員ならば認められる 

 

金額を規約に明記した場合、変

更時に市へ届出が必要となる
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（入会） 

第７条 第３条に定める区域に住所を有する個人で本

会に入会しようとする者は、○○（細則など）に定め

る入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当

な理由なくこれを拒んではならない。 

（退会等） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会

したものとする。 

 （１） 第３条に定める区域内に住所を有しなくなっ

た場合 

 （２） 本人から○○（細則など）に定める退会届が

会長に提出された場合 

２ 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その

資格を喪失する。 

 

 第３章 役員 

（役員の種別） 

第９条 本会に、次の役員を置く。 

 （１） 会長 １人 

  （２） 副会長 ○人 

  （３） その他役員 ○人 

  （４） 監事 ○人 

 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、総会において、会員の中から選任す

る。 

２ 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼

ねることはできない。 

（役員の職務） 

第１１条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又

は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順

序によって、その職務を代行する。 

３ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

 （１） 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

  （２） 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の

状況を監査すること。 

ため、表記のように定めておく

ことが適当と思われる。 

 

 

入退会は、必ず本人の意思によ

るものとする。 

 

 

 

 

入退会は、必ず本人の意思によ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「副会長兼会計」などもある。 

その他役員とは「会計」や「書

記」などが考えられる。自治会

の実情に応じて定める。 

 

 

 

総会において行うことが適当

である。 

監事は独立していることが重

要 

 

 

副会長は会長に事故あるとき

に事務代行できるが、法律行為

は及びえない。会計、書記等の

役員を置いた場合には、その職

務も明らかにする。 
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  （３） 会計及び資産の状況又は業務執行について不

整の事実を発見したときは、これを総会に報告するこ

と。 

  （４） 前号の報告をするため必要があると認めると

きは、総会の招集を請求すること。 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を

妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者

が就任するまでは、その職務を行わなければならな

い。 

 

 第４章 総会 

（総会の種別） 

第１３条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種

とする。 

（総会の構成） 

第１４条 総会は、会員をもって構成する。 

 

（総会の権能） 

第１５条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会

の運営に関する重要な事項を議決する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（総会の開催） 

第１６条 通常総会は、毎年度決算終了後○か月以内に

開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催す

る。 

  （１） 会長が必要と認めたとき。 

  （２） 全会員の５分の１以上から会議の目的たる事

項を示して請求があったとき。 

 

 

 

 

 

 

「役員の選任」は総会議決が望

まれるため、「役員の解任」に

ついて定めようとするのであ

れば、総会議決案件と定める

か、規約に具体的に定めること

が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

会員とは全員（年齢、役職を問

わず全員）であること。 

 

議決を要する事項 

１ 規約改正 

２ 事業計画の決定 

３ 事業報告の承認 

４ 予算の決定 

５ 決算の承認 

６ 会費の決定 

７ 役員の選任 

８ 資産の処分 

９ 解散 

10 残余の財産の処分 

 

通常総会は決算終了後、３か月

より短い時期が望ましい。 

 

 

 

 

 



20 

 

 （３） 第１１条第３項第４号の規定により監事から

開催の請求があったとき。 

３ 総会において決議をすべき場合において、会員全員

の承諾がある時は、書面又は電磁的方法による決議を

することができる。 

４ 前項の場合において、その決議は総会の決議と同一

の効力を有する。 

（総会の招集） 

第１７条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による

請求があったときは、その請求のあった日から○日以

内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びそ

の内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の○日

前までに文書をもって通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１８条 総会の議長は、その総会において、出席した

会員の中から選出する。 

 

 

  

（総会の定足数） 

第１９条 総会は、総会員の２分の１以上の出席がなけ

れば、開会することができない。 

 

 

 

 

（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、この規約に定めるもののほ

か、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

 

２ 総会において決議すべきものとされた事項につい

て会員全員の書面又は電磁的方法による合意があっ

たときは、書面又は電磁的方法による決議があったも

のとみなす。 

３ 前項の場合において、その決議は総会の決議と同一

の効力を有する。 

（会員の表決権） 

第２１条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を

 

 

事前の意思確認により、会員全

員の承諾があれば可能（一人で

も×、意思未確認があれば不

可）。 

関連：第２０条第２項 

 

 

 

 

 

総会通知は少なくとも５日前

までとする。 

 

 

必ず出席した会員の中から選

出する。会長は会員から選出さ

れているため、「総会の議長は、

会長がこれに当たる」としても

差し支えない。 

 

第２２条第２項により、書面及

び電磁的方法（会員の表決を認

めている自治会のみ）により表

決を行った会員及び委任によ

り代理行使を行った会員をこ

れに含める。 

 

特定の重要事項については、○

分の○以上と規定することも

できる（この場合、規約に定め

る） 

会員全員が当該議決書面に〇

（賛成）を書き入れて書面が戻

ってきた場合のみ有効。（一人

でも否決、意思未確認があれば

無効。） 

関連：第１６条第３項 

 

表決権については必ず定める。 
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有する。 

 

 

 

２ 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会

員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の一と

する。 

  （１） ○○○○○ 

  （２）  △△△△△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総会の書面表決等） 

第２２条 止むを得ない理由のため総会に出席できな

い会員は、あらかじめ通知された事項について書面及

び電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人

として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における第１９条及び第２０条の規定

の適用については、その会員は出席したものとみな

す。  

（総会の議事録） 

第２３条 総会の議事については、次の事項を記載した

議事録を作成しなければならない。 

  （１） 日時及び場所 

  （２） 会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び

表決委任者を含む） 

  （３） 開催目的、審議事項及び議決事項 

  （４） 議事の経過の概要及びその結果 

  （５） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された

議事録署名人２人以上が署名又は記名押印をしなけ

ればならない。 

 

 第５章 役員会 

（役員会の構成） 

第２４条 役員会は、監事を除く役員をもって構成す

未成年者の場合は、民法の定め

るところにより表決権の行使

が行われる。 

 

第２項で「世帯単位の表決権」

を定めることもできるが、次の

項目は、世帯単位の表決権は認

められない 

１規約の変更 

２財産処分及び解散 

３代表者や監事の選任 

４他重要事項 

代表者の選任が２年に１度な

ど頻繁であれば、「全員出席の

年」、「世帯代表者が出席の年」

が交互となる。総会運営に注意

する必要がある。 

 

電磁的方法により会員の表決

を認めるには、自治会内におい

て規約の改正または総会の決

議が必要である。 

 

 

 

 

市の告示事項の変更認可申請

の際に証拠書類として議事録

を添付する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事の職務は、会の執行を監査
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る。 

 

 

 

 

（役員会の権能） 

第２５条 役員会は、この規約で別に定めるもののほ

か、次の事項を議決する。 

  （１） 総会に付議すべき事項 

  （２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

  （３） その他総会の議決を要しない会務執行に関す

る事項 

（役員会の招集等） 

第２６条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集す

る。 

２ 会長は、役員の○分の１以上から会議の目的である

事項を記載した書面をもって招集の請求があったと

きは、その請求のあった日から○日以内に役員会を招

集しなければならない。 

３ 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的

及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○

日前までに通知しなければならない。 

（役員会の議長） 

第２７条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（役員会の定足数等） 

第２８条 役員会には、第１９条、第２０条、第２２条

及び第２３条の規定を準用する。この場合において、

これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会

員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 

 

 第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第２９条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもっ

て構成する。 

 （１） 別に定める財産目録記載の資産 

  （２） 会費 

  （３） 活動に伴う収入 

  （４） 資産から生ずる果実 

  （５） その他の収入 

 

することであるため、役員会の

構成員とならないことが適当

である。監事は役員会の表決権

は有しないが、出席可とするこ

とは可能。 

 

 

 

 

 

実務上の執行に関する事項等

を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

少なくとも５日前までとする。 

役員会に監事が参加できる場

合は、監事にも通知する。 

 

会長が議長になることが一般

的である。 

 

総会の規定を準用する（別に定

めることも可能） 
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（資産の管理） 

第３０条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役

員会の議決によりこれを定める。 

（資産の処分） 

第３１条 本会の資産で第２９条第１号に掲げるもの

のうち別に総会において定めるものを処分し、又は担

保に供する場合には、総会において○分の△以上の議

決を要する。 

（経費の支弁） 

第３２条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 

（事業計画及び予算） 

第３３条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、

毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければ

ならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会

において議決されていない場合には、会長は、総会に

おいて予算が議決される日までの間は、前年度の予算

を基準として収入支出をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第３４条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告

書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監

査を受け、毎会計年度終了後○か月以内に総会の承認

を受けなければならない。 

（会計年度） 

第３５条 本会の会計年度は、毎年○月△日に始まり、

翌年□月▽日に終わる。 

 

 第７章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第３６条 この規約は、総会において総会員の４分の３

以上の議決を得、かつ、前橋市長の認可を受けなけれ

ば変更することはできない。 

 

 

 

 

（解散） 

第３７条 本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定

により解散する。 

 

負債は含まない。 

 

 

不動産等の会の活動上重要な

固定資産の処分には総会の議

決が必要である。（３分の２又

は４分の３以上） 

 

第２９条に定める資産全部を

指す。 

 

 

 

 

第２項の規定により、総会が年

１回の開催で済む。事業・決算

報告、事業計画、予算を同時に

行うことが可能となる。（暫定

的に行える） 

 

第１６条と関連する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規約変更は最重要事項のため、

４分の３以下にすべきでない。

（法２６０条の３） 

なお、法施行規則第２２条に定

める「規約変更認可申請書」を

市長あて提出し、認可を要す

る。 

 

法第２６０条の２０の規定は

①破産、②認可の取消、③総会
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２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４

分の３以上の承諾を得なければならない。 

 

 

（合併） 

第３８条 本会は、総会において総会員の○分の△以上

の議決を得、かつ、前橋市長の認可を受けなければ合

併することはできない。 

 

（残余財産の処分） 

第３９条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会

において総会員の○分の△以上の議決を得て、本会と

類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

 

 

 第８章 雑則 

（備え付け帳簿及び書類） 

第４０条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及

び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収

支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類そ

の他必要な帳簿及び書類を備えておかなければなら

ない。 

 

（委任） 

第４１条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の

議決を経て、○○が別に定める。 

 

 附則 

１ この規約は、○年○月○日から施行する。 

２ 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３３条

の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ

る。 

３ 本会の設立初年度の会計年度は、第３５条の規定に

かかわらず、設立認可のあった日から△年△月△日ま

でとする。 

 

員の４分の３以上の同意によ

る総会の決議、④構成員の欠乏

である。他に具体的に定めるこ

とも可能である。 

 

議決は４分の３以上が適当で

ある。 

 

 

 

営利団体に寄付、会員に分配す

る旨を定めることは適当では

ない。 

議決は４分の３以上が適当で

ある。 

 

 

 

個人保管ではなく、事務所保管

が適当である。 

 

 

 

 

 

会長が別に定めるが適当であ

る。 

 

 

規約施行が認可年月日となる

場合、設立初年度の事業計画及

び会計年度が変則となるため、

第２項、第３項を定めることが

適当である。 
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主な書式集 

別記様式第１号 

                                年  月  日  

 

  （宛先）前橋市長 

 

                     認可を受けようとする地縁による 

                     団体の名称及び事務所の所在地 

                      名 称 

                      所在地 

                     代表者の氏名及び住所 

                      氏 名             

                      住 所 

 

認  可  申  請  書 

 

  地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、地域的な共同活動を円滑に行うため

認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。 

 

 （別添書類） 

 

 １ 規約 

 ２ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 

 ３ 構成員の名簿 

 ４ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを 

  記載した書類 

 ５ 申請者が代表者であることを証する書類 

 ６ 区域図 

      



 

主な書式集 

  構 成 員 名 簿 （例） 
 

 

 
氏名 住所 備考 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
   

 

 
   

 

 
   

 

                          



 

主な書式集 

別記様式第２号 

                                年  月  日  

 

  （宛先）前橋市長 

 

                   地縁による団体の名称及び事務所の所在地 

                    名 称 

                    所在地 

                   代表者の氏名及び住所 

                    氏 名             

                    住 所 

 

規約変更認可申請書 

 

  地方自治法第２６０条の３第２項の規定による規約の変更の認可を受けたいので、別

添書類を添えて申請します。 

 

 （別添書類） 

 １ 規約変更の内容及び理由を記載した書類 

 ２ 規約変更を総会で議決したことを証する書類 
 



 

主な書式集 

別記様式第３号 

                                年  月  日 

 

  （宛先）前橋市長 

 

                     地縁による団体の名称及び主たる事務所 

                     の所在地 

                      名 称            

                      所在地   

                     代表者の氏名及び住所 

                      氏 名              

                      住 所   

 

告示事項変更届出書   

 

  下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に 

 より、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。 

 

記 
 
 １ 変更があつた事項及びその内容 

 変更があった事項 新 旧 

代表者の氏名   

代表者の住所   

 事務所の所在地   

 

 ２ 変更の年月日 

年   月   日 

 

 ３ 変更の理由 


